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第20回  熊本県議会 有明海・八代海再生及びゼロカーボン社会  

     推進特別委員会会議記録 

 

令和４年９月28日(火曜日) 

            午前10時０分開議 

            午前11時57分閉会 

 

本日の会議に付した事件 

(1)有明海・八代海の環境の保全、改善及

び水産資源の回復等による漁業の振興に

関する件について 

  ①「陸域からの土砂供給、潮流、潮汐の

変化などによる底質改善メカニズム」

に係る令和３年度調査結果及び令和４

年度取組み予定 

②海藻類の増養殖に関する取組みにつ

いて 

③上流から下流まで連携した海洋ごみ

等対策の推進 

 (2)カレニア ミキモトイ赤潮による被害に

ついて 

  付託調査事件の閉会中の継続審査について 

 

出 席 委 員（16人） 

        委 員 長 内 野 幸 喜 

        副委員長 竹 﨑 和 虎 

                委  員 井 手 順 雄 

        委  員 坂 田 孝 志 

        委  員 山 口   裕 

        委  員 磯 田   毅 

        委   員 楠 本 千 秋 

        委  員 西 山 宗 孝 

        委  員 岩 田 智 子 

        委  員 末 松 直 洋 

        委  員 山 本 伸 裕 

        委  員 吉 田 孝 平 

        委  員 西 村 尚 武 

        委  員 本 田 雄 三 

        委  員 荒 川 知 章 

        委  員 坂 梨 剛 昭 

欠 席 委 員（なし） 

委員外議員（なし） 

 

説明のため出席した者 

環境生活部 

         部 長 小 原 雅 之 

        環境局長 波 村 多 門 

    環境立県推進課長 吉 澤 和 宏  

環境保全課長 村 岡 俊 彦 

    循環社会推進課長 福 原 彰 宏 

くらしの安全推進課長 東 田 智 裕 

農林水産部 

部 長 竹 内 信 義 

水産局長 渡 辺 裕 倫 

団体支援課長 加 藤 栄 一 

  農業技術課長 髙 野   真 

畜産課長 鬼 塚 龍 一 

農地整備課長 永 田   稔 

森林整備課長 笹 木 征 道 

水産振興課長 森 野 晃 司 

漁港漁場整備課長 植 野 幹 博 

水産研究センター所長 堀 田 英 一 

土木部 

総括審議員  

兼河川港湾局長 里 村 真 吾 

下水環境課長 弓 削 真 也 

河川課長 仲 田 裕一郎 

港湾課長 倉 光 宏 一 

 

事務局職員出席者 

     政務調査課主幹 植 田 晃 史 

     政務調査課主幹 村 山 智 彦 

 

  午前10時０分開議 

○内野幸喜委員長 それでは、ただいまか
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ら、第20回有明海・八代海再生及びゼロカー

ボン社会推進特別委員会を開催します。 

 なお、本委員会に１名の傍聴の申込みがあ

っておりますので、これを認めることといた

します。 

 なお、本委員会は、インターネット中継が

行われます。 

 委員並びに執行部におかれましては、発言

内容が聞き取りやすいよう、発言するときは

マイクに向かって明瞭に発言いただきますよ

うお願いいたします。 

 それでは、お手元に配付の委員会次第に従

い、付託調査事件を審議します。 

 まず、議題、(1)有明海・八代海の環境の

保全、改善及び水産資源の回復等による漁業

の振興に関する件について、執行部から説明

を受け、その後、質疑を行いたいと思いま

す。 

 なお、委員会の運営を効率的に行いたいと

考えておりますので、説明者は着座にて、説

明は簡潔にお願いいたします。 

 (1)有明海・八代海の環境の保全、改善及

び水産資源の回復等による漁業の振興に関す

る件について、執行部から説明をお願いいた

します。 

 

○吉澤環境立県推進課長 環境立県推進課で

す。 

 資料の１ページをお願いいたします。 

 議題(1)、①「陸域からの土砂供給、潮

流・潮汐の変化などによる底質改善メカニズ

ム」に係る令和３年度調査結果及び令和４年

度取組予定についてでございます。 

 おめくりいただきまして、３ページをお願

いいたします。 

 表で、本特別委員会で令和２年２月にまと

めていただきました調査報告書、いわゆる提

言について記載しております。ポイントに下

線を引かせていただいております。 

 １の抜本的な干潟再生方策の検討につい

て、提言として御指示いただいておりますの

は、陸域からの土砂供給や潮流などによる泥

土の堆積進行メカニズムの解明や再生手順に

ついて、引き続き国に強く要望すること。 

 また、次の段の３の再生に向けた調査・研

究の充実については、必要な対応を国に求め

るとともに、本県としても、以下の諸課題に

ついて、実効性のある調査・研究を推進され

たいとして、具体的な項目の１番目に、陸域

からの土砂の供給、潮流・潮汐の変化などに

よる底質改善メカニズムを掲げていただいて

おります。 

 この点について、調査結果等を報告させて

いただくものでございます。 

 次に、参考で記載しておりますけれども、

本年の３月に公表された国の評価委員会の中

間取りまとめでは、残念ながら再生方策は示

されておらず、さらなる調査・研究が必要と

されているところでございます。 

 今後の課題としまして、河川流域からの土

砂等の流入物質の堆積過程の解明等につい

て、データの蓄積等を図り、検討に役立てる

ことが重要とされております。 

 ここをターゲットとしまして、次の緑の枠

組みでございますけれども、解決の糸口や国

の取組の後押しとなるよう、本県においても

底質改善に向けた調査研究を実施しておりま

す。 

 令和２年度までの調査において、環境浄化

能力に優れたアサリの資源回復は、底質の環

境改善にとっても重要であるということ、ま

た、砂の供給がなければ干潟は削られる傾向

にあり、干潟の維持には陸域からの砂の供給

が不可欠であることなど、明らかになった調

査結果を特別委員会で報告させていただきま

した。 

 ４ページをお願いします。 

 ２の令和３年度調査結果及び令和４年度取

組予定についてです。 

 まず、令和３年度の調査結果ですが、アサ



第20回 熊本県議会 有明海・八代海再生及びゼロカーボン社会推進特別委員会会議記録(令和４年９月28日) 

 - 3 - 

リの回復と底質改善に向け、九州大学、熊本

大学、県立大学と漁協と連携した調査研究を

実施しました。 

 調査の①としまして、過去のデータ解析に

より、底質と二枚貝の生育の関係を分析して

おります。結果としましては、粒径が比較的

大きい底質環境のほうがアサリの生育に適し

ているとのことです。土砂の粒径の変化とホ

トトギスガイの増減は、アサリの増減と因果

関係があり、また、泥分が多い、つまり、粒

径が小さく、堆積有機物が多い底質環境では

アサリが減少するということが、過去のデー

タから読み取れるとのことでございます。 

 参考として記載しておりますけれども、他

の地域の研究ですが、10から20ミリサイズの

砕石を干潟に敷く実験から、砕石には食害防

止対策のみではなく、アサリの流出防止対策

や着底促進としての効果も有すると推測され

るとする論文もございました。 

 あわせて、調査の②としまして、着底生育

に適した基質、要は粒径が大きい砂礫を補う

ことによるアサリの増殖に関する試験を実施

しました。その結果、粒径が大きい基質、砂

礫を補うことで、アサリが増殖することが確

認されています。 

 右の図を御覧いただけますでしょうか。 

 網袋を利用し、粒径が大きい基質を補った

方を水色、網袋の外の方をオレンジ色でアサ

リの個数を示しております。 

 なお、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの地点は、次のペー

ジの地図中に赤字でＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄと記載し

ておる場所でございます。 

 ４か所のうち、Ａ、Ｂ、Ｃの地点は、網袋

内の方がアサリが顕著に増加しております。

エイ等による捕食の影響は加味されておりま

せんが、餌や水質等の環境が同じであるとい

うことを考えると、網袋の外には、アサリの

生育に適した基質が不足していると考えられ

ます。また、Ｄの地点は、網袋の中も外も増

殖が見られておりません。過去の調査から、

Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの順番で増殖可能性が高いと

予測されており、ほぼ同様の結果が出たとい

うところでございます。 

 これらの結果、今後、陸域からの土砂の供

給と過去の調査による効果予測を基に、アサ

リの増殖効果が見込める実験場所の絞り込み

ができないか、検討を４年度以降進めてまい

りたいと考えております。 

 次のページをお願いします。 

 ４年度の取組についてです。 

 枠囲みの黒丸のところですけれども、網袋

を使い、上流の砂礫を活用したアサリの増殖

効果の検証などを大学、漁協と連携して、さ

らに一歩を進めております。 

 調査の①では、上流の砂礫がアサリの定着

に適しているか、基質としての性能を検証し

ます。具体的には、資料の真ん中ぐらいの写

真のような、緑川上流の粒径が大きな砂礫を

網袋に入れて検証します。 

 なお、令和３年度の調査では、前ぺージの

右側のような購買砂を利用しておりました。 

 調査の②ですけれども、アサリの増殖効果

がより期待できる地点の予測と実地検証を行

いたいと考えております。 

 右の図のとおり、令和３年度の調査は、赤

丸のＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、４か所で実施しており

ますけれども、令和４年度は20か所に地点を

増やして――小さな字で書いてあるところが

地点でございます。増やして実施する予定で

ございます。 

 なお、下の写真２枚は、８月に大学、漁協

と一緒に調査地点に行ったときの写真でござ

います。 

 次の黒丸の部分ですけれども、調査と併せ

まして、上流から干潟への砂供給に向けて、

国などの関係者と検討を進めておるところで

ございます。先日も熊本河川国道事務所に伺

い、次年度以降の土砂供給など、意見交換等

を行いました。 

 今後の予定についてですけれども、令和５
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年度以降は、令和４年度調査で確認した効果

が期待できる基質、砂礫をより効果が認めら

れる地点に10メートル四方など面的に供給す

るなど、網袋から規模を拡大して、事業に近

い形で効果検証を行えればと大学等と今話を

しておるところでございます。 

 また、これらの調査結果を活用して、国に

対して要請を行い、陸域からの砂の供給や上

流の砂礫の覆砂等への有効活用等につなげて

まいりたいと考えております。 

 説明は以上でございます。 

 

○堀田水産研究センター所長 水産研究セン

ターです。 

 ７ページをお願いします。 

 ②の海藻類の増養殖に関する取組について

でございます。関係課を代表しまして、水産

研究センターより説明させていただきます。 

 表紙をおめくりください。９ページでござ

います。 

 こちらのほうには、県内の海藻類の特性や

生産状況などの概要を示してございます。 

 冒頭で記載のとおり、海藻類を対象とした

漁業は、漁業者の経営を支える重要な副収入

源となっており、また、藻場は、魚介類の産

卵育成の場であることからも、海藻類の増養

殖の取組は重要であり、その技術の開発が不

可欠であると考えております。 

 中段左側に、海藻類の増養殖の現状を示し

ております。 

 まず、海藻類は、近年の健康志向の高まり

により、需要が増え、価格が高騰するなど、

生産現場での研究ニーズも高まっています。 

 一方で、ヒトエグサ、ワカメ、ヒジキ、ト

サカノリなど県内の主要な海藻の生産量、生

産額の推移を見ると、増減が激しく不安定な

状況です。 

 生産金額の推移についてのグラフについて

説明します。 

 これを詳しく見ますと、生産量では、平成

29年をピークに、それ以降減少しており、生

産金額も、平成28年には４億円近くを示して

いましたが、それ以降大きく減少した後、令

和２年、３年と再び増加に転じ、回復の兆し

が見られている状況です。また、平成30年以

降の生産量が減少した要因として、海域環境

の変化や魚類等による食害の顕在化もあると

考えております。 

 このような現状を踏まえ、高水温など海域

環境の変化や食害への対応を基に、魚介類の

育成の場として重要な藻場への高水温など海

域環境変化の影響の把握や、現在行われてい

る漁業者等による藻場造成の取組の支援を継

続していくことが課題であるというふうにし

ております。 

 中央に、このような課題に対応する枠組み

や目標を定めた事業体系を示しております

が、県では、平成31年３月に海藻増養殖技術

の開発の拠点となる海藻研究施設を整備し、

海域環境の変化に対応した海藻の増養殖技術

開発を加速化するため、海藻増養殖技術開発

と海藻モニタリング取組支援、食害対策手法

の開発の３つの方向性を掲げ、課題解決に向

けた技術開発に取り組んでおります。 

 また、広域本部や関係市町、くまもと里海

づくり協会と連携し、開発した技術の普及や

種苗の量産化を進め、漁業者の生産や所得の

増加を目指しております。 

 右側には、それぞれ方向性に対応した取組

内容を示しております。 

 まず、上段の海藻の増養殖に関する研究で

は、ヒトエグサやワカメといった養殖対象種

について、高水温耐性品種の開発や人工採

苗、大量生産技術の開発に取り組み、トサカ

ノリやヒジキなど漁獲対象については、増殖

手法の開発や漁業者と協働した取組を進めて

います。 

 また、藻場モニタリング、造成取組の支援

では、海藻の変遷を把握するためのモニタリ

ング調査や藻場造成の支援に取り組んでまい
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ります。 

 さらに、天然・養殖海藻の食害対策研究で

は、食害の原因となる魚種やその生態などの

把握、対策手法の開発に取り組んでいくこと

としております。 

 それぞれの取組につきまして、次ページか

ら具体的な事例を示しながら御説明いたしま

す。 

 次のページをお願いいたします。 

 まず、海藻類の増養殖に関する研究の①と

して、ヒトエグサの養殖の事例です。 

 左のグラフは、ヒトエグサ養殖の生産量と

生産額の推移を示しております。 

 ここで大変申し訳ございませんが、このグ

ラフの令和３年度の数値、緑の生産量 

１万5,533という数字と赤の生産額の8,300万

円という数字につきまして、集計のミスがあ

りまして、修正をお願いしたいと思います。

上の緑の数字15,533が16,033、それと赤の83

の数字が87になります。誠に申し訳ございま

せん。 

引き続き、グラフのほうを説明いたします。 

 生産量は平成29年をピークに、また、生産

額は平成28年をピークとして、その後減少し

ていますが、ともに令和３年には増加に転

じ、回復の兆しも見られているところです。 

 平成30年以降の生産量の減少の原因としま

しては、高水温や色落ちによる成長不良、病

害の発生などが影響しています。このような

現状を踏まえ、課題を①高水温など海域環境

の変化に対応した品種の作出、②生産量の増

加のための人工採苗網を量産する技術の確

立、③品質を維持できる生産体制の確保とし

ております。 

 右側には、上段に取組の内容を、下段に取

組の成果を示していますが、併せて御説明い

たします。 

 まず、①の優良品種作出の取組では、高水

温への耐性が期待できる異なる株の交配など

により高水温耐性株を作出し、現場海域で養

殖業者による養殖試験を行う段階まで進んで

おります。 

 また、②の人工採苗網の増産に向けた技術

開発では、母藻から養殖網への種つけ作業の

効率化等を進めた結果、グラフに示しますと

おり、毎年500枚以上の人工採苗網の生産が

可能となっています。 

 さらに、③の品質が維持できる養殖管理方

法の技術指導の取組では、養殖網をする高さ

を調節して、干出時間を長くするなど管理方

法の工夫により、病害や競合する青ノリの発

生を抑制して、品質の向上あるいは価格の向

上につながる事例も見られておるところで

す。 

 次のページをお願いいたします。 

 海藻類の増養殖に関する研究の②ですが、

こちらは、ワカメの養殖の事例です。 

 左のグラフにワカメ養殖の生産量や生産金

額などの推移を示しています。生産量、生産

金額ともに平成29年にピークとなり、それ以

降大きく減少しています。 

 ワカメの減少の要因としましては、現在、

食害の影響が大きいのではないかと考えてお

ります。そのため、生産性が高く、品質の高

いワカメの品種開発、養殖業者が作製する養

殖種糸の管理方法の指導、海藻を食害する魚

の種類や摂食状況の把握とその対策の検討を

課題としています。 

 右側には、取組内容と成果を示しておりま

す。 

 まず、①の生産性が高く高品質な品種とし

て、葉やメカブが大きく葉質が柔らかい株の

作出に取り組み、他産地の株との交配によ

り、令和３年には９種類の株を作出し、人工

採苗により、種糸3,540メートルを作製して

います。 

 ②では、水研で作成した種糸を３地区９業

者に配付し、適正に育苗や養殖が行われるよ

う、管理方法などの指導を行っているところ

です。 



第20回 熊本県議会 有明海・八代海再生及びゼロカーボン社会推進特別委員会会議記録(令和４年９月28日) 

 - 6 - 

 ③では、食害生物の生態把握のため、水中

カメラを使った自動撮影などを行い、養殖漁

場で、クロダイやアイゴが食害の原因種であ

ることを確認しております。 

 次のページをお願いいたします。 

 藻場のモニタリングと藻場造成の支援につ

いての取組です。 

 左のグラフは、天草市牛深町黒島や苓北町

富岡沿岸の藻場を、平成12年以降、モニタリ

ング調査をした結果です。上段が㎡当たりの

海藻の重量、下段が海藻の種類数の推移を示

しております。 

 上段の海藻の重量では、平成24年を境に減

少傾向となっており、こちらは、内容としま

しては、大型海藻の減少が見られておりま

す。一方で、下段の海藻の種類数は増加に転

じており、低層性の海藻、要は、小型の藻類

が増えたことを示しています。 

 このような現象は、魚等による食害の圧力

と海藻の育成のバランスが崩れた場合に見ら

れることがあり、海藻を食害する魚類の増加

が懸念されています。このため、課題とし

て、近年頻発する豪雨災害等による土砂流入

や食害競合生物による藻場喪失への対応を掲

げています。 

 冒頭にあるとおり、取組の内容としては、

藻場の現状や減少要因の把握、漁場整備計画

に基づく藻場の再生、漁業者による藻場再生

の取組支援を掲げています。 

 下のほうには詳しい内容を記載しておりま

す。 

 まず、ハード整備として、図に示すとお

り、八代海における八代地区で平成30年から

令和７年までに４ヘクタール、天草地区で令

和２年から令和６年までに７ヘクタール、海

藻が着底、繁茂するコンクリートブロックや

岩などの基質を海底に設置することで藻場造

成に取り組んでおります。 

 下の写真はソフト対策の事例ですが、天草

市五和地区の潜水漁業を営む漁業者による藻

場再生の取組です。 

 左上の写真は、ウミアザミと呼ばれるイソ

ギンチャクやサンゴの一種で、これが海底の

岩盤を覆ってしまうと海藻が繁茂できなくな

り、魚介類の産卵、育成の場が失われるだけ

でなく、アワビやウニの餌場もなくなってし

まいます。 

 中央と右の写真は、ウミアザミが光合成に

より成長や繁殖を行うことから、遮光シート

で覆って光合成を阻害することで駆除してい

るものです。 

 下の写真は、左から、駆除後に種がついた

海藻を網袋に詰めたスポアバックを海底に固

定して海藻の種が定着することを促し、海藻

を増やす取組とその効果調査を行っている状

況でございます。現場では、10年以上にわた

ってこの取組が続けられております。 

 次のページをお願いします。 

 天然・養殖海藻の食害対策についてです。 

 左の写真が、ワカメ養殖によるクロダイや

アイゴの食害の状況、海藻が食べられた食痕

など、現状を示すものです。課題としては、

地区ごとの食害の実態把握、食害防除技術や

駆除技術の開発、技術の普及というものが課

題と考えております。 

 これまでの取組を右に示しておりますが、

上段は、熊本高等専門学校と協働した電気刺

激による防除技術の開発です。既に、水槽試

験ではありますが、アイゴが忌避行動を示す

などの効果が確認されており、ワカメ養殖場

で電極をつるして、食害が出現する状況をカ

メラで撮影するなどして、効果の検証を行っ

ております。 

 下段は、左の写真が天然の漁場で、アカモ

クの幼体を籠で保護する状況の取組、中央の

写真は、ヒトエグサ養殖場で植食性魚類が活

動が落ち着く低水温になるまで囲い網で覆っ

て防除する試験の状況です。 

 それで、取組の成果として、籠や囲い網に

よる食害防除の効果が確認されたと同時に、
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それらの試験結果については、漁業者等を対

象とした勉強会において普及啓発を行ってい

るところでございます。 

 次のページをお願いいたします。 

 最後に、今後の取組の方向性についてで

す。 

 まず、高水温耐性などの品種改良や人工採

苗など生産技術の開発では、現在作出してい

る高水温耐性品種の試験評価を経て品種の確

立を目指すとともに、増産や安定生産に不可

欠な人工種苗の量産化技術を確立し、民間へ

の普及に取り組みます。 

 また、藻場モニタリング、造成の取組支援

では、モニタリングの継続、藻場の変遷の把

握を行うとともに、藻場造成技術の普及や効

果、検証に加え、支援体制の確保が必要とい

うふうに考えております。 

 最後に、海藻を食べる魚類に対する食害等

の対策手法の開発としては、食害実態を把握

し、対策手法の開発と確立に取り組んでいく

こととしております。 

 水研センターからは以上です。 

 

○植野漁港漁場整備課長 漁港漁場整備課で

ございます。 

 15ページからは、③上流から下流まで連携

した海洋ごみ等対策の推進でございます。 

 16ページをお願いします。 

 １の海洋ごみ対策につきまして、①漂流ご

みの回収処分では、漁業活動の支障となって

いる漂流ごみ、海底ごみの回収処分を県漁連

に委託して行っております。８月末までに 

144トンを回収しております。また、漂流ご

みの漁場への流入を防ぐための漂流物対策フ

ェンスを白川河口域に260メートル設置しま

して、併せてこれまでに設置した2,500メー

ター余りの維持管理も行っております。 

 ②の海岸の漂着ごみにつきましては、本年

７月の豪雨等による漂流物については、８月

から回収を進めております。 

 また、参考で、海岸等の一斉清掃の取組で

ございます。くまもと・みんなの川と海づく

りデーとして、県内各地で河川や海岸の一斉

清掃活動を実施しております。８月末現在

で、12市町村で26,000人余りの方に参加いた

だきました。新型コロナウイルス感染拡大に

伴って、今回は実施を中止された自治体もあ

りましたので、今後の方向性としましては、

コロナ禍での実施を市町村に働きかけてまい

ります。 

 17ページの③は、台風14号に係る海洋ごみ

への対応状況でございます。 

 海洋ごみの発生状況は、八代海の球磨川河

口域周辺などに、写真のように、ヨシや木く

ずを中心に、一部流木等も流入をしておりま

す。数量は、海岸等の各管理者が現在調査集

計中ですけれども、９月21日時点の速報で

は、有明海は約100立米、八代海が約2,000立

米でございます。右上の図、位置図は、漂着

物の確認された箇所を記しております。 

 次に、漂流ごみへの対応状況です。 

 船舶航行の安全確保や漁業への影響回避の

ために、海域の漂流ごみを国、県、漁業者が

連携して回収を行っております。(1)の９月 

20日からは、県漁連と連携して回収を始めま

した。また、(2)の国土交通省も、９月20日

から海洋環境整備船で写真のように回収を始

めております。 

 漂着ごみへの対応状況につきましては、海

岸や漁港、港湾の漂着物につきまして、各管

理者が９月22日から順次回収に着手をいたし

ました。右の写真は、港湾管理者による回収

状況でございます。また、南川、前川、球磨

川につきましては、河川管理者の国交省が９

月21日から回収を始めております。 

 今後の方向性につきまして、台風14号の漂

流・漂着ごみを関係機関と連携し、迅速に回

収処分いたします。また、今後も大雨等で漂

流・漂着ごみが発生することが懸念されます

ので、関係機関と引き続き連携して適切に対
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応してまいります。 

 漁港漁場整備課は以上です。 

 

○福原循環社会推進課長 循環社会推進課で

ございます。 

 19ページをお願いいたします。 

 ２、海洋プラスチックごみ対策についてで

す。 

 右下の写真にございますように、海洋プラ

スチックごみ対策について、本県では、令和

２年２月に、学識者や市町村、関係団体等の

代表から構成されましたくまもと海洋プラス

チックごみ『ゼロ』推進会議より提言をいた

だき、取組を進めております。 

 この推進会議では、ページの上のほうでご

ざいますが、現状・課題としまして、１つ目

のポツでございますが、流出したごみの多く

は陸域で発生したごみであり、流れ出る前の

効果的な回収が必要であること、２つ目とし

て、発生源に応じた流出防止策が必要なこ

と、３つ目として、分別回収、リサイクルの

一層の促進が必要ということを踏まえまし

て、推進会議の提言を受けまして、①の回

収、②の排出抑制、③のリサイクルという３

つを取組の方向性として柱に置き、対策を進

めております。 

 20ページをお願いいたします。 

 まず、回収の取組ですが、陸域及び海域で

の回収強化のため、沿岸市町村が実施します

海洋ごみの回収、処分に対して補助を行って

おります。今年度は、補助申請がございまし

た９市町村に対し交付決定を行っておりま

す。 

 また、漁業者が操業中に網にかかったごみ

を持ち帰ったり、ボランティアの方々が回収

したごみを市町村が処理する費用に対して補

助を行っております。今年度は、補助申請の

ございました４市町のほうに交付決定を行っ

ているところでございます。 

 今後の方向性としまして、海洋ごみ回収が

的確に実施できますよう、国に対して予算確

保を引き続き要望してまいります。 

 次に、排出抑制の取組でございます。 

 発生源に応じた啓発、流出防止対策としま

して、農業用フィルムや漁網などの資材が海

に流れ、プラスチックごみにならないよう、

農業団体、漁業団体と連携しまして、巡回や

呼びかけ、チラシ配布等を行いまして、資材

の適正な使用と管理に努めていただくよう啓

発を実施しております。 

 21ページをお願いいたします。 

 今年度の取組としまして、商工団体と連携

しまして、プラスチック代替製品の切替え等

に取り組む企業をウェブサイトやチラシ、各

団体の広報誌等により情報発信を行います。

また、河川周辺を中心にドローンや車載カメ

ラで撮影しました陸域ごみの分布等の実態調

査を行い、その結果を踏まえまして、ごみの

発生場所に応じた対策等を検討してまいりま

す。 

 今後の方向性としまして、海洋への排出抑

制に向けまして、関係団体と連携し、継続的

な周知啓発に取り組んでまいります。 

 最後に、リサイクルの取組でございます。 

 市町村が試行的に実施するプラスチックご

みのリサイクル等の取組について支援を行い

ます。また、県が認証しましたリサイクル製

品の普及やリサイクルに関する研究、技術開

発、施設整備への補助を行います。 

 今後の方向性としまして、プラスチックご

みの分別回収の未実施市町村に対し、助言、

支援を行うとともに、プラスチック資源循環

促進法やリサイクル認証商品等の周知を図っ

てまいります。 

 循環社会推進課は以上でございます。 

 

○内野幸喜委員長 以上で執行部からの説明

が終わりました。 

 どうぞ執行部の方々も、もし暑い場合は上

着、ジャケット等を脱いでいただいても構い
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ませんので。 

 それでは、これから質疑に入りたいと思い

ます。 

 質疑はありませんか。――ありませんか。 

 

○山口裕委員 12ページを中心に、ちょっと

お尋ねをさせてください。 

 海藻類の取組について具体的に説明をいた

だいたわけですが、11ページのワカメについ

ては、生産量もかなり減少してまして、地元

でも、今までついとった地域にワカメがつか

ないなんていう意見が多々聞かれる状況があ

りました。原因が食害であるとか、海域環境

の変化ということでありますが、そういった

根本的な、環境的な変化をどこまで突き詰め

ると今後のワカメ生産にプラスになるような

情報が得られるのか、今の目算でも構いませ

んので、お尋ねします。 

 

○堀田水産研究センター所長 水研センター

でございます。 

 特にワカメについてのお尋ねで、どこまで

原因を突き詰めていけば対策につながるかと

いうふうなことだと思いますが、現在、モニ

タリング等して、それぞれの海域ごとの、要

は、どういった魚種が食害を行っているかと

いうふうなものも当然押さえていっていると

ころではございますが、それ以外で、既存の

知見等も含めて、例えばアイゴであれば、18

度ぐらいの水温というのが活動の下限といい

ますか、それから水温が下がってくれば食害

がだんだん収まってくるというような知見も

得られております。 

 ただ、クロダイとかそういったものについ

ては、もともと冷たい海域にもおりましたの

で、こちらのほうは10度ぐらいまで下がらな

いとなかなか落ち着かないというのもあるん

ですが、魚種ごとで、そういった活動の下限

とかそういった生態も違うということですの

で、例えば、地区によっては、その養殖の開

始時期を、例えば、少し遅らせてあげる、水

温等を見ながら、経過を見ながら遅らせてあ

げるというのが１つ。 

 それとあと、今まで調べてきた中で、やは

りワカメ等ですと、写真が、こちらが食害対

策で13ページのほうにちょっと出ております

けれども、大体２センチに満たないぐらいの

小さい芽のときに食べられてしまうというこ

とで、この時期をいかに乗り切るかというの

も１つネックになっております。 

 ですから、その時期だけでも、さっき言い

ましたような電気刺激とかあるいはほかに囲

い網をするとか、そういったことについても

ある程度効果があるんではないかなと思いま

すが、まずは、その環境的な状況、それから

食害する魚種の生態等を詳しく、知見等を含

めて、現場での試験も含めて行っていくこと

で対策が見えてくるのではないかと思ってい

ます。 

 ただ、対策をやっていく上でも、あまりコ

ストがかさみますと、これは問題でございま

すので、コストのほうについても効率的にで

きるようにということで、そこも踏まえて検

討が必要というふうに考えているところで

す。 

 

○山口裕委員 今の説明で一定程度は理解も

進むところなんですが、その上で、12ペー

ジ、藻場造成の取組をやっておられて、漁場

整備計画を作成し、長期的な整備計画に基づ

き藻場を再生すると。 

 実は、私たちの上天草地域も、かなり海藻

をやっていらっしゃる方が多いんですが、こ

の地域が、なかなかその計画の中には盛り込

んでないのかなと、ちょっとこの説明を見る

と感じるところでありますけれども、その辺

りの計画については、今後盛り込んでいける

可能性はあるのか、ちょっとお尋ねしますけ

れども。 
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○植野漁港漁場整備課長 漁港漁場整備課で

ございます。 

 藻場造成について、この計画に基づいて実

施をしてきております。 

 この12ページに現在記載していますのが、

熊本八代地区４ヘクタール、熊本天草地区７

ヘクタールをこの期間で実施するという計画

で進めております。 

 現在までの状況ですけれども、昨年度まで

に、熊本八代地区では、まだ調査、設計中

で、実績はございません。熊本天草地区で、

計画７ヘクタールのうち３割、2.1ヘクター

ルを実施いたしました。そして、今年度は、

熊本八代地区におきまして、0.9ヘクタール

を実施いたします。 

 残りにつきましても、全体計画を基本とし

ながら現地の状況を確認し、漁業者の意向を

確認しながら箇所を選定して、効果の見込め

るところで事業を進めていきたいというふう

に考えております。 

 

○山口裕委員 効果の出るところでというこ

とでありますけれども、実は、上天草市は、

ＳＤＧｓの先進地域で海藻の取組を今後強化

するということでやっているみたいですけれ

ども、その辺りのことも考えると、今後新た

な県の計画として藻場造成に精いっぱい協力

して取り組んでほしいなと思うところです

が、いかがでしょうか。 

 

○植野漁港漁場整備課長 今後実施する中

で、今委員御指摘いただきましたように、情

報を共有しながら、意見交換しながら、より

効果のあるように取り組んでいきたいと考え

ております。 

 

○山口裕委員 何よりも、もう一回、11ペー

ジに戻りますけれども、海藻類経営体が、生

産量とともに激減するわけですよね。取れな

ければ、もう辞めるというのがよく漁業者の

考えとしてはあるので、そういった中にあっ

ては、海藻に取り組む、副業と位置づけられ

るときもありますけれども、主業で頑張って

いらっしゃる方もいらっしゃいますし、この

辺り、海藻の取組については、どうぞ力を入

れていただければと思います。よろしくお願

いします。 

 

○内野幸喜委員長 ほかに質疑……。 

 

○西山宗孝委員 11ページ、堀田水産研究セ

ンター所長にお尋ねします。 

 今、山口先生の関連質問になると思うんで

すけれども、ワカメについて、今お話聞いて

おって大方は分かりつつあるんですけれど

も、今回、この海藻類で、非常にこの棒グラ

フとか折れ線グラフとかで意外とこの推移が

分かりやすくは理解できると思うんですけれ

ども、その中で、このワカメのところを代表

的に質問させてもらうと、平成28年、29年が

ピークで非常に生産量も高いということで、

５年後の令和３年ベースでいうと、金額的な

ところも含めると、４分の１から５分の１に

ダウンしていると。 

 その中で、魚類の食害関係が主体的な理由

になるような印象でお話聞いたんですけれど

も、この５年間で、その28年、29年と令和３

年と、時期短いですよね、この辺りを比較し

たときに、実際、自然環境もあるんでしょう

けれども、単なる魚の食害だけではないと思

うんですが、その辺りを、短期間ですので、

アサリみたいに徐々にずっと減っていたとい

う数字もないので、この間の大きな原因とか

そういったのは、もう少し具体的に把握でき

ないものだろうかと思うんですけれども、い

かがでしょうか。 

 

○堀田水産研究センター所長 水産研究セン

ターでございます。 

 確かに、この時期の状況、平成30年から元
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年と下がっていった時期といいますのは、ヒ

トエグサのほうでもちょっと書いてございま

すけれども、確かに、高水温であったりとか

いったものの影響もあるかというふうには考

えております。 

 ただ、高水温というのは、ある意味、先ほ

どアイゴの生態について申し上げましたけれ

ども、要は、それだけ活動時期が、なかなか

水温が下がらないとそういう海藻を食べる魚

類の活動が長くなるというようなことが知ら

れておりまして、ヒトエグサ、アオサと言い

ますが、これと比べますと、ワカメについ

て、やはり影響としては、この食害というの

が大きいのではないかと。 

 漁業者の方にも聞き取り等をやる中でも、

やはり食害が非常に問題だというふうなこと

で聞き取っておりますので、まずは、そうい

った食害というのが一つ大きい近年の対策と

しては必要と考えています。 

 ただ、そもそも、そういった高水温とかそ

ういった中で、環境が変わってきている中

で、例えばこの品種についても、もうちょっ

と生産性の高いものをつくっていくことで、

もともとの生産性を上げられないかというふ

うなこともございますので、併せて生産性の

高い品種の開発等も行っていこうということ

で考えておるところです。 

 

○西山宗孝委員 この４、５年ぐらいの全期

間を活用したときに自然環境の話もありまし

た。それから、食害の魚の状況もありました

が、そういった話を聞きますと、例えば、平

成23年が結構低いじゃないですか、平成23

年。今よりも少しましかもしれませんが、こ

ういったことを比較すると、じゃあ平成23年

時点のその自然環境はどうだったのかという

ことについては、多分研究センターも把握さ

れていると思いますので、このワカメについ

ては一例なんですけれども、そういった研究

を重ねていくのはなかなか難しい漁業もあり

ますけれども、この辺りは極端にこの５分の

１、４分の１になると、生活、さっき山口先

生もおっしゃったように、辞めていく方も結

構増えていくし、桁数が比較にならないほど

厳しいので、そういうところも踏まえて、高

温のせいとか何のせいとか一般的なことでは

なくして、よかったとき、悪かったときのこ

の期間の推移辺りも、もう少し研究で反映さ

せていただければと思います。 

 

○堀田水産研究センター所長 水研センター

でございます。 

 おっしゃるとおりであると思います。水研

センターとしましても、過去の経緯等も踏ま

えて、ちょっとそこらについては丁寧に分析

をしていきたいというふうに考えておりま

す。 

 

○坂田孝志委員 ４ページ、５ページですか

ね、これ。アサリのことをいろいろ書いてあ

りますが、砂礫が大きいのが着底がいいと。

今頃分かったんですか、これが。アサリを、

もう増やす方向で、今年だったか、500ト

ン、次は1,000トンとか何か、既にそういう

場所とかあるいは砂質、底質とかが分かった

上でいろいろ増産体制に向けてもうやってい

るんでしょう、今頃調査しよっと。緑川だけ

でよかつか、これは。あらゆる川が流れ込む

川、そげん所でばっかりで、特定的なところ

でよかつか。八代海もなかごたる。ちょっと

何かそこら辺がちぐはぐというか、何か分か

らぬがな。 

 

○吉澤環境立県推進課長 環境立県推進課で

ございます。 

 先生御指摘のとおり、全県下で対策という

ものは取り組まなければなりませんけれど

も、環境生活部での取組というところで、ま

ず、国のほうで、この干潟の再生全体は、国

に対しても、どうやっていくのかということ
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をまずは研究してくれということを申し上げ

ているところでございます。 

 ただ、なかなか国の動きがない中で、県と

しても、県議会からの提言にもありますよう

に、国の動きを後押しするための県の調査と

いうことで実施して、それを基に国に対して

プッシュしていくようにという御指摘をいた

だいております。 

 それで、１地域ではありますけれども、こ

ういう実績があるということをもっと調査を

させていただきまして、国と協議をするため

の材料としての調査をさせていただいている

ところです。 

 

○坂田孝志委員 環境立県推進課のあたんと

ころのそのやり方だろう。県としての、その

アサリの振興をする水産振興課とか、そうい

うところとかは、また別次元ですか。 

 

○森野水産振興課長 水産振興課でございま

す。 

 委員からお話がありましたように、アサリ

については、これまでも有明海側、それから

八代海側、それぞれのアサリの漁場を、やっ

ぱりその漁場環境、底質も含めまして調査を

しながら、その特性に合った取組という形

で、網袋も含めまして取組を進めておりま

す。 

 ですから、そういった中で、今回、環境部

のほうでされましたのは、その河川を活用し

た砂について、どういう効果があるかという

ことを調べられたものということで考えてい

るところです。 

 

○坂田孝志委員 もう別次元のことを、アサ

リが着底しやすい場所だとか、砂質だとか十

分分かった上でいろいろやってるんでしょ

う。そういうデータがあれば、そのままやれ

ばよかよ。今からまた一からスタートみたい

なことをしてたい、そがんせんと国は動かぬ

わけですか。よう分からぬがな。 

 

○吉澤環境立県推進課長 委員御指摘のとお

り、今ある干潟の現状の中でどう対策を具体

的に取っていくかということは、水産のほう

で実際事業をしていただいております。 

 私どもとしては、将来のためにというとこ

ろもありまして、上流側の砂をいかに供給し

ていただけるか、それを活用できるかという

ことのための調査という形で今させていただ

いているというところでございます。 

 

○坂田孝志委員 いろいろ相携えてやること

はいいことだけれども、実効性が上がること

をもっとやっぱりスピード感を持ってやらぬ

と、ここまで減ったんですから、だから、い

ろんなああいう事件なんか起きたんでしょ

う。それを取り戻すためもっとやらないと。 

 ところで、今年は何トン上がる予定か。 

 

○森野水産振興課長 水産振興課でございま

す。 

 今現在、アサリの漁獲量につきましては、

全体で今94トンほど漁獲されております。 

 

○坂田孝志委員 漁獲はどしこあったか。今

年の計画はどしこあった。 

 

○森野水産振興課長 今年について、約200

トンを超える……。 

 

○坂田孝志委員 半分しかいかぬと。来年は

どしこ見とっと。 

 

○森野水産振興課長 水産振興課でございま

す。 

 今回の県産アサリとして適正に流通販売し

ていくという取組の中で、漁獲それから販売

までのその需給バランスを取る中での取組と

して、今熊本モデルという形で進めておりま
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す。 

 そういった中で、今全体約94トン漁獲され

ておりまして、モデルとしまして86トン今販

売している状況でございます。 

 そういう中で、来年度、令和５年について

は400トンを目指して漁獲をして販売してい

くという取組を考えているところです。 

 

○坂田孝志委員 その計画に基づいた数字で

いけるわけですか。100％いかぬでも、近い

数字でいけるわけですか。 

 

○森野水産振興課長 水産振興課でございま

す。 

 今回、販売量を増やすためにも、漁獲、販

売とバランスを取っていく中で、販売協力店

につきましても、今いろいろ募集かけまし

て、販売先としていろいろ広げていっており

ますので、来年度400トン。 

 

○坂田孝志委員 販売はまだ販売たい。販売

の前に漁獲がいると思う、水揚げが。それは

予定どおり行きつつあるんですかと聞きよる

たい。 

 

○森野水産振興課長 水産振興課でございま

す。 

 委員おっしゃったように、来年の400トン

を目指して、やっぱり各漁場での稚貝を目指

しております。そういうのを保護、育成しま

して、来年400トンを目指してできるように

取組を進めているというところでございま

す。 

 

○坂田孝志委員 その稚貝が育つ場所かな。

そういうところも何か所か決めて、場所を選

んでというか、そういうことは進みつつある

んですか。 

 

○森野水産振興課長 水産振興課でございま

す。 

 条例のほうにおきましても、県産アサリを

着実に出荷していくと、生産していくという

ところで、育成、促進区域ということを各漁

場に設けて、取組も進めていくということで

しておりますので、そういう区域を今設定し

て、その中での取組をさらに進めていくとい

うところで今取組を進めているところでござ

います。 

 

○坂田孝志委員 条例はこの前できた条例だ

ろうけれども、その前から、ここは稚貝が立

ちやすい場所というところを何箇所か決めて

なかったかな。やっぱりそういうところでで

すたい、稚貝をおもさん立てて、そしてそれ

をまた育つ場所に放流というかな、置いて、

そして母貝を生育させていくような、そうい

うようなことでやってたんでしょう。 

 そして、今度の条例というのは、漁協の何

か推進するとか何とか、２つに分けて、今ま

で蓄養のところは何とかというふうに変えて

いくようなことでの条例だったでしょうが。

その前のこととはちょっと違うよ、それは。

そうやって、その稚貝を育てないと、400ト

ン、その次は1,000トン、2,000トンと行く予

定でしょうから、そこをきちんとしていきま

せんと、水揚げはどんどん上がっていかぬで

すよ。行かぬですよ。ありゃまたそんなら蓄

養せんばならぬごつなったら、とんでもない

こっですよ。 

 だから、県産アサリを育てるですね、それ

に環境課も、遅ればせながら環境課も今頃し

よるごたるばってん、砂礫の大きいのがいい

と言うなら、そういう手法も各漁協に教えな

がら、アサリが立つように、やっぱりいろい

ろ取り組んでください。 

 非常に心配しますもんですから、量の確保

を。せっかくそうやって熊本アサリと売り出

しているのに、漁ができなきゃ何もならぬわ

けだけん、そもそも漁民が、漁師たちの収入
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が途絶えるわけだけん、そこを確保する上で

もぜひ頑張っていただきたいと思います。 

 

○竹内農林水産部長 坂田委員、それから山

口委員からの御指摘のありました、要は、原

因究明をどこまでやって、その一方で、なり

わいとしての漁業をどう振興していくのかと

いうお話だと思っております。 

 私ども生産振興するサイドとしては、まさ

に漁業者の方の生産振興に向けて、例えばア

サリであれば、これまで培ってこられた、こ

の場所だったらアサリが立つ、そこに、あの

被覆網を入れれば、これだけ大きくなる、そ

ういった知見を全部集めまして、それぞれの

漁場においてカルテを作成いたしました。そ

れに基づいて、それぞれの今後の計画、生産

がどれだけ見込めるというのを見立てた上

で、今般、アサリの偽装問題を踏まえてより

一層の生産振興ということで、育成促進区域

というのを定めまして、その中で、計画に基

づいて着実に増やしていく仕組みというのを

つくろうとしております。 

 ですので、まさに、その中で、こういった

調査の部分につきましては、例えば有八の特

措法に基づいて、国のほうから特別の支援を

いただければ、漁業者のほうがより一層そう

いった網袋、被覆網の設置とか、あるいは食

害生物の防除とか、そういった取組もできま

すので、併せて、調査結果も踏まえたところ

で、一層の振興に努めていきたいと思ってお

ります。 

 

○坂田孝志委員 しっかり励んでください。 

 

○小原環境生活部長 環境生活部でございま

す。 

 いろいろ意見ありがとうございます。 

 環境生活部のほうの切り口としましては、

有明海全体の環境浄化、それが水産の停滞に

もつながっていると思いますので、その辺か

らやはり干潟をいかに維持していくか、そう

いう面で砂礫等を持ってきて、アサリ貝が環

境浄化に非常に役立つというふうな知見もご

ざいますので、そちらの方面から環境浄化、

それが、つまりはアサリが増えることにつな

がるということがございましたので、その辺

も国にも、有明海全体の環境をよくするため

にどういう調査をやってほしいか、県でこう

いうことをやりましたので、国ももっと深く

研究してください、それを環境浄化につなげ

ましょうという形の後押しするための研究と

いうことで、我々のほうからさせていただき

たいというふうに思っております。 

 

○坂田孝志委員 時既に遅しという気はあり

ますけれども、そぎゃんことは早くから分か

っとったろもん。砂の供給が足らぬ、何やか

んやいろいろ指摘事項があったでしょうが、

それはちょっとあたたちが取組が遅いと言う

とったい。そういうことせんと、また国もせ

んとかなあ。国は、その状況をつかんでくれ

ているのかと。いろいろモニタリングするけ

れども、もう少し積極果敢にやってほしいで

すよ。もうだって、この委員会も何十年にな

るか。大概、だっとかさんの一般質問じゃな

かばってん、大概で終止符を打ったほうがよ

かばいと思う。こがんしてなってから、ある

程度見込みが立つように、いろいろと努力を

重ねてください。以上です。 

 

○井手順雄委員 今の坂田先生、本当おっし

ゃるとおりであると私も思っております。 

 その中で、環境のほうから、水産研究イノ

ベーション推進事業という今までやった活動

をいただいております。この取りまとめ、あ

りがとうございます。 

 この中身を見てみますと、毎年毎年、もう

ずっと何十年もやっておられるんでしょう。

過去５年間分見せてくれというのを持ってき

ていただいて精査したところ、その年その年
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のそこの環境、いわゆる水質の環境、底質の

環境、プランクトンの環境、そういった状況

報告であります。 

 その中で、だからどうするんだという最終

的な提言がないんですね、毎年毎年。先ほど

の話の中で、それは毎年毎年の環境調査をも

って今後の有明海、八代海の再生を図ってい

くということをおっしゃいましたが、私、何

回も言っています。もう何十年もこのような

調査をして、どこで結果を出すんだというこ

とであります。 

 そこで、３ページの上のほうで、具体的な

再生手順について、引き続き国に強く要望し

ます、この具体的な再生手順とはどのような

ことか、具体的にお聞かせください。 

 

○吉澤環境立県推進課長 すみません。これ

は、申し訳ありませんが、県議会からの提言

として、具体的な再生手順について国のほう

でつくって、ちゃんと国のほうで示すように

引き続き国に要望するということでございま

すので、こちらから申し上げて国のほうから

具体的な方策を示させるように県議会の御指

摘を受けているというものでございます。 

 

○井手順雄委員 じゃあ、県は、その具体的

な県議会からの要望に対して、逆に、県はど

のような具体的な再生手順というのを今考え

られておりますか、逆に。 

 

○吉澤環境立県推進課長 すみません、４ペ

ージでございますけれども、例えばでござい

ます。４ページの最後に、陸域からの砂の供

給、基質不足の解消ということで、地元の漁

業者の方々と大学等で連携して話をするな

り、検討協議される中で、砂の供給が少なく

なって肌感覚として泥干潟化しているという

のが感覚としてあられると、そういうところ

を、それの影響がどういうものがあっている

かということを大学のほうで研究して、その

結果を基に、国のほうにこういう事実が実際

地元での意見もある、そしてデータもある、

それで、国のほうでしっかりそれを踏まえた

上で再生方策をつくってほしいということを

提言してまいりたいと考えております。 

 

○井手順雄委員 そのことを国に要求する、

なら、県は何をするんですか。県はどのよう

な感覚を持って、国にその状況報告をするだ

けでしょう、今の話じゃ。こういう状況で、

いろんな研究機関、漁業者、熊本県が協議し

て、こういう状況であるから、国に対して何

か、こういう状況ですからこういうことをし

てくださいと、こういうことというのは、何

か具体的に言いよっとですか。 

 

○吉澤環境立県推進課長 今回、環境省と協

議する中で、実際、環境省が今、森、里、

川、海ということで、上流から下流、海に向

けて流すべきものをきちっと流していくとい

うことが必要だということを環境省も言われ

ておりますので、そういう流れの中で、上流

側から砂なり栄養塩なり、きちっと供給して

いくということを、きちっとそれが復活する

ような形の取組をお願いしたいということで

申し上げさせていただいております。 

 

○井手順雄委員 それは分かります。じゃ

あ、県は何をするんですか。 

 

○吉澤環境立県推進課長 すみません。令和

２年の提言に戻らせていただきますと、提言

の中で、すみません、ちょっとここの提言に

書いていない部分にもなりますけれども、提

言の形として、県として、環境対策、魚介類

の再生対策に具体的に取り組む。覆砂だった

り、そういったきちっとした取組は引き続き

やっていくということが提言の１つ目でござ

います。 

 それと併せて、抜本的な対策を国に求める



第20回 熊本県議会 有明海・八代海再生及びゼロカーボン社会推進特別委員会会議記録(令和４年９月28日) 

 - 16 - 

ために、県としても、調査をしながら国に対

して対策を求めていくようにということで、

実行の部分と国に求める部分という、２本立

てで提言をいただいておりますので、先ほど

水産のほうで話していただいた取組というの

が具体的な取組、環境のほうで調査して国に

申し上げているのが国への強い申出というそ

の２本立ての取組と考えております。 

 

○井手順雄委員 よう分からぬ。要は、私が

言いたいのは、何十年も調査が、何回も言っ

ています、これは。何十年も調査して原因は

分かっているんですよ。そのことをこのイノ

ベーションの研究発表、成果が出てないんで

すよ。そこは、あなたたちがいわゆる発注し

とるわけですね、研究機関に、県が。発注し

ているならば、毎年毎年、こうあるからこう

して――毎年毎年はあんまりですね。５年に

１回ぐらいは提言をしていただいて、まとめ

ていただいて、国に研究機関からこうやって

くださいという具体的なことを受けて、あな

たたちが、じゃあこうしようと、これを具体

的に国に対して要求しようと。 

 今しよっとは、現状を報告しとるだけです

よ、言うならば。どうやれば再生するんだ、

アサリが取れるんだという手段を国に要望す

るというような方向性に持っていかぬと、こ

れは、あと10年も20年もこの調子ですよ、こ

のままいけば。 

 ここはぜひとも、もうそろそろそういう時

期ですよ。今まではもういろんなことをこう

いう委員会でお話しする中で、もう話すこと

がないでしょう、結局。だから、もうここ辺

で、こうすれば有明海がよくなるんだという

ことを具体的に国に対して要望していただき

たいと。環境のほうはそう思います。よろし

くお願いします。 

 それと、今度は水産のほうですが、この前

いろいろとアサリの問題がありました。そこ

で、来年度は増えるような予算措置をすると

いうようなことをこの委員会で、６月議会で

おっしゃいました。それで、９月の予算要求

が待っております。この中で、去年と違った

再生事業等々はどういうことを要望されてい

ますか、国に対して。 

 

○竹内農林水産部長 今回、先ほど若干申し

上げましたけれども、アサリの状況というの

を各漁場ごとに改めて確認を、水研センタ

ー、それから水産職も一緒に、それから漁協

の方にも伺って対応をいろいろと協議させて

いただきました。 

 その中で、やはり増やすための抜本的な部

分というのは、今までやってきていること、

被覆網の設置あるいは稚貝を大きく育てるこ

と、これをやはり地道にやっていくことが必

要じゃないかということで、そちらに対して

各漁協が育成の取組をさらに広げる、それか

ら、そちらの場所に水研の技術職員も入っ

て、どうすれば、よりたくさんアサリのほう

が増やせるのか、そういった取組をやる予算

を今定例会のほうに提案させていただいてお

ります。 

 以上でございます。 

 

○井手順雄委員 いや、そしたら具体的に、

じゃあ被覆網、あと、袋、去年より何割ぐら

い多目に予算要求していますか。 

 

○竹内農林水産部長、今回、年度中途でざい

ますので、例えば、ノリとかの養殖に支障が

ない範囲で拡充をするということで、規模的

には、金額でいうと1,500万レベルでのさら

なる被覆網、それから食害魚種の駆除、そう

いったことでの予算のほうをお願いしている

ところでございます。 

 

○井手順雄委員 それは各漁協に多面的に入

るんでしょう。多面的事業、各漁協の要望に

対して予算をつけていく、予算を取っておる
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と。私が６月議会で聞いたのは、アサリが抜

本的に多く取れるような事業を推進していく

と、そういうことを水産部は言いましたよ。

それは、ただ単なる各単協の個々の増やすこ

とであって、全体的にどうすればアサリが取

れるかと分かっているわけですから、そうい

った大規模事業あたりの要望はしてないんで

すか。 

 

○竹内農林水産部長 ハード事業、覆砂事業

等につきましては、これまでやってきた区域

のアサリの立ち具合等を確認した上で、一定

の効果が出ているというのを見ながら、そこ

でさらにソフト事業として何をやれば増えて

いくのかと、そういった連携した形でのやり

方をしているところでございます。 

 ですので、新規で、例えば、大きなハード

事業をやっていくというよりは、やはり個々

の、今回、熊本県産アサリを増やす取組をそ

れぞれの漁協がやっていただくことで、実際

に増えてきているといいますか、それだけ取

れています。貝を掘っていただくことで、よ

り海域環境が改善しているようなところも見

られますので、そういった個々の取組を一つ

一つ重ねることで県全体の漁獲量、それから

なりわいとしての振興というのを進めていき

たいというのを今考えているところでござい

ます。 

 

○井手順雄委員 先ほどの坂田委員の話の中

で、予定の半分でしょう。今のことやっとっ

ても増えませんよ、計画。もう目に見えてい

ますよ。これをどやんかやりましょうという

ことで、６月議会、新しい事業を模索して考

えますと言うたじゃないですか、部長。まあ

よかたい。そういうことを言うてあた、結

局、今までの事業を継承するだけじゃないで

すか。そういうことでしょう。被覆、砂利ば

入れて、砂利入れたら、漁師じゃひけんと

よ。それは漁業者に負担がかかる。被覆網、

これはもう藻がついたり、カキ殻がついた

り、手入れが大概大変。これをやろうという

漁協はいくつしかないよ。ナルトビエイ対

策、こういうのも現場の人は大変な作業をし

ながらやっています。これこそ、アサリに対

してＢ/Ｃはどのくらいかいって、作業員

の。そこまで苦労してやりよるわけですよ。 

 じゃなしに、ここまで、先ほど環境さんと

もお話ししたように、こうすれば増えるんじ

ゃないかと、私が思うとは、そういった被覆

網だとか砂利を入れたりとか、ナルトビエイ

の網を張ったりとか、そういったことをせん

と今増えないとおっしゃいます。しかしなが

ら、私の感覚は、何もせんでもアサリは増え

る、今までそうだったんですよ。そういった

方向に行くためにはどうしたらいいかという

のも結果が出ているじゃないですか。そうい

うところの予算要求していく。私はそう理解

しとったんですよ。そうせんと、漁協の皆さ

ん方の本当、我が家でアサリガイ汁を食べる

ぐらいの量しか取れぬ組合がありますよ。昔

は、売っても売っても取り切らぬぐらいおっ

たところもあるんですよ。 

 やっぱりそういった豊穣の海に返していく

ということはどういうことをやっていったら

いいかと。今、現時点は、ちまちま被覆と

か、そういうことなんでしょうけれども、そ

こをどうやって変えていくかということも、

もうちょっと庁内で、環境と農林で議論をし

て、漁協者等も入れて、抜本的にどうすれば

よくなるんだということを協議して、それを

予算化していって運用の改善を図ると。そう

いったことをやれば、産地偽装なんてもう一

生あり得ぬですよ。そういうところもあるん

です。有明海産のアサリが取れれば、誰もそ

ういうことはしませんよ。 

 漁業者も、もうどんどん今離れてます、採

貝業者は。離れて、もう農業のほうにシフト

していっております、アサリがおらぬけん。

そうなったときに、いざ取れましたというと
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きに誰が掘りに行くんですか。ここの分岐点

が、今現在なんですよ。いろいろな局面を考

えれば、今は何とか県が主導を取って、この

アサリの回復と漁場の改善というのをやるべ

きだろうというふうに私は思っておりますの

で、どうぞその辺は、もう一回考えて頑張っ

てもらいたいと。答弁は要りません。 

 以上です。 

 

○内野幸喜委員長 ほか、質疑ありません

か。 

 

○山本伸裕君委員 ３ページの底質改善のと

ころでお尋ねしたいんですけれども、赤潮発

生の原因究明と対策技術の……。 

 

○内野幸喜委員長 山本委員、赤潮の件は、

その他報告で……。 

 

○山本伸裕委員 ここに書いてあるので、研

究というような観点からお尋ねしたいという

ふうに思います。 

 それで、赤潮が発生した場合に、大量のプ

ランクトンがやがては死滅するわけですよね。

そうすると、プランクトンが沈殿すると、沈

殿すれば底質が悪化して底生生物が死滅する

というような状況になると思うんですけれど

も、そういう点で、この赤潮発生が、底質に

とって非常に影響があるというような分析な

んかはされていらっしゃるんでしょうか。 

 

○堀田水産研究センター所長 底質環境につ

きましては、主に養殖場とかそういったとこ

ろを中心に環境把握等を行っておるところで

すけれども、赤潮の発生の後ということで、

ちょっとまだ把握しているところはございま

せんが、過去、今まで赤潮が発生した翌年等

で極端に底質が増えたというデータが出てい

るというのはなかったと思いますけれども。 

 

○山本伸裕委員 専門家の研究で、赤潮が発

生すれば、そのプランクトンの大量の死骸が

やがて沈殿して底質を悪化させるというよう

な研究が出ていますので、それは見ていただ

きたいと思います。 

 それと同時に、有明海、八代海が、今回、

八代海の被害が非常に深刻ですけれども、赤

潮なんかが発生しても、それが短期間で終わ

るとか、あるいは底質への被害が少なかった

のは、やはり干満の差が非常に大きくて潮流

が速いと。だから、赤潮が発生しても、攪拌

されるというか、そういうことで短期に収ま

ったり、底質への被害が軽減されるという効

果があったと思うんですけれども、今潮流が

遅くなってきているというような状況が指摘

されているんで、そうであるならば、赤潮の

発生も長期間にわたって、そして攪拌されな

いから、そこがそのまま下に沈んでしまうと

いうような可能性が非常に懸念されるんじゃ

ないかと思うんですよね。 

 だから、先ほどからもお話があるように、

有明海、八代海の再生というような観点から

考えて、この赤潮発生後の影響ですよ。それ

をきちっとやっぱり解明して、そして対策に

つないでいくというようなところをぜひしっ

かり進めていただきたいと思うんですけれど

も、いかがでしょうか。 

 

○堀田水産研究センター所長 底質環境につ

いては、先ほど御説明しましたとおり、定期

的な調査等を行っておりますので、その中で

しっかり把握をしていきたいというふうに考

えております。 

 

○山本伸裕委員 だから、これは非常にいろ

んな要因が複合的に絡まっている可能性があ

ると私は思っているんですよね。水温、それ

から潮流の問題とか、そういった問題も含め

て、やっぱり調査研究の段階ではしっかり見

ていただきたいと思います。 
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 それから、もう１点あるんですが、いいで

すか。 

 これは、16、17ページ、海洋ごみ対策のと

ころで、漂流ごみ、海岸の漂着ごみの回収、

処分というようなところがあります。これは

非常に関係者の方々が御苦労がおありである

というふうに思うんですけれども、この委員

会、ゼロカーボン社会推進委員会というよう

なことでありますので、そういう立場からち

ょっと質問したいんですが、処分について

は、いろんなごみが混在していると思うんで

すけれども、流木であるとか、あるいはプラ

スチックごみ、そういったこところが分別と

かされているのか、どういう処分がされてい

るのか、それは分かりますでしょうか。 

 

○植野漁港漁場整備課長 漁港漁場整備課で

ございます。 

 漂流・漂着ごみ、主な回収物は、プラスチ

ック類と、あと、木くずとか木とか、そうい

うものです。それぞれの種類ごとに分別して

処分をしております。 

 以上でございます。 

 

○山本伸裕委員 プラスチックごみなんかに

ついては、ちょっとなかなか再利用が難しい

ような部分については、これまで海外に出し

ていたと思うんですけれども、それがもうで

きなくなって国内で処分せんといかぬという

ようなことになって、ちょっと焼却処分が増

えるんじゃないかということが懸念されてい

るんですけれども、実際に具体的にはどうい

う処分がされているんでしょうか。 

 

○植野漁港漁場整備課長 漁業者が、それぞ

れ地域ごとに回収をいたしております。それ

ぞれの近くのプラスチックを処分する施設に

持ち込んで、そこで処分をしております。 

 以上です。 

 

○山本伸裕委員 それはどういう処分です

か、焼却ですか。 

 

○植野漁港漁場整備課長 通常のプラスチッ

クと同じような処理と思います。具体的に焼

却なのかどうしているのかは、ちょっと申し

訳ありません、確認させていただきたいと思

います。 

 

○山本伸裕委員 今は、かなりプラスチック

ごみの焼却は、特に高熱を発生しますから

ね。だから、新たな法律で、もう焼却はしな

いというような方向で法律の改正なんかもや

られているし、そういう点では、この処分が

どのようにやられているかというのは、この

ゼロカーボン推進の立場からもしっかり見て

いく必要があると思いますので、そこのとこ

ろは適切に、やっぱり場合によっては県から

も意見を言ったり、指導したり、そのための

費用についての補助をしたりだとかというよ

うなことが必要ではないかと思いますが、い

かがでしょうか。 

 

○福原循環社会推進課長 循環社会推進課で

す。 

 確かに、プラスチック、今年から新しい法

ができまして、分別するという形になってお

ります。委員がおっしゃいましたように、炉

によっては、プラスチックが助燃剤となって

燃料費を下げるという場合もありまして、県

内の市町村では、そういうところでは、そう

いうもの、プラスチックを助燃剤という形で

使っているところもございます。 

 今回の災害で出たごみにつきましては、確

認しないと分かりませんけれども、中間処理

場で一旦処理したものとかございまして、そ

れを最終的には最終処分場のほうに持ち運ぶ

ものかと思っております。 

 

○山本伸裕委員 法律が改正された当時の環
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境大臣も、もうプラスチックごみは熱回収は

駄目だというようなこともおっしゃってます

ですね。そこはやっぱりゼロカーボン推進の

立場から、実際、現場はいろいろ大変かと思

うんですけれども、しっかり支援をしていた

だきたいと思います。 

 

○吉澤環境立県推進課長 ゼロカーボン担当

ということで答えさせてください。 

 先生御指摘のとおり、資源の循環というこ

とで、プラスチックについては徹底的に分別

して再利用できるものは再利用するというこ

とで、プラスチック資源循環法が施行されて

おります。 

 ただ、今回御指摘いただいている海洋ごみ

については、塩分が含まれていたり、汚れが

かなり含まれていたり、再利用がかなり難し

い部分もございます。こういうものについて

は、なかなかリサイクルということではな

く、熱回収だったり、最終処分場での持ち込

みだったりとか、違う方法を取らざるを得な

い部分もあると思いますので、これは具体的

にどのような形で処理をされているかという

ことについては、いま一度整理をさせていた

だいて、改めて御報告をさせていただきたい

と思います。 

 

○内野幸喜委員長 よろしいですか、それ

で。 

 

○山口裕委員 ちょっと確認ですけれども、

先ほど山本委員から発言があった関連ですけ

れども、基本的に国の有明海・八代海総合調

査評価委員会というのは、一番最初、ターゲ

ットを海底の生物に絞っていましたよね。一

度報告がまとめられて、その次に二枚貝に焦

点を当てようということで、これまでの評価

委員会での調査研究が進んできたはずです。 

 そういった中で、我々も提言をまとめる際

に、先ほど、引き続き３ページですか、引き

続いて要望するとともに、県としても、実際

は県が国に要望している海域環境に影響を及

ぼす硫化物やヘドロの除去、泥質化の防止対

策に向けたことに主体的に取り組めよという

ことでありますので、そこの理解はちゃんと

していただきたいと思いまして、その上で、

底質の改善のための一つの方策として、土砂

のことをどう考えるかということで今やって

いらっしゃるんだというふうに理解していま

す。 

 そういった中で、緑川河口というのは、結

構流入量も多く、そしてまた、特性からすれ

ば、結構土砂の流入が多い川だなあというふ

うに思います。 

 片や、菊池川等になると、ちょっとまた状

況が違う。白川もそうでありますけれども、

そういったことを考えて坂田委員の発言もお

借りすると、まだまだ急ぐべきことはあるの

かなと。緑川だけに限らず、河川全て調べて

いるのか、予算の限りもあるのでとか、人員

の限りもあるので、今現状としてはこうなん

でしょうけれども、やっぱり自分たちで積極

的にやるんだというのは、今後、しっかり見

せてほしいなと思いますが、いかがでしょう

か。 

 

○吉澤環境立県推進課長 当時を取りまとめ

ていただきました山口先生の御指摘のとおり

でございます。今、私が言葉足らずの部分

も、山口先生に補足していただいたとおりで

ございます。 

 我々も、引き続き研究、取り組むべきこと

は取り組み、また、調査し、国に申し上げる

ことはしっかり申し上げたいと思っておりま

す。ありがとうございます。 

 

○山口裕委員 すみません、最後に。先ほど

潮流の話とか様々なことを指摘もされたとこ

ろなんですが、それは実は、もう審議は一回

切ってあるんですよね。それで全て終わりで
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はないんですが、今はアサリ、二枚貝にター

ゲットを絞って、どう再生方策をつくり上げ

ていくかという視点に移っているので、そこ

に傾注しながらも、熊本県としてのアサリ偽

装の課題に基づいて御発言もあるようです

し、そしてまた、海域の環境を変えるんだっ

たら、やっぱり海藻のことも頑張ってほしい

と思いますし、今の取組、牛歩とは言わぬけ

れども、なかなか歩みが遅いとも、我々やっ

ぱりアウトプットが欲しいですから、やっぱ

り結果が欲しいので、やっぱりしっかり取り

組んでほしいなと。 

 その上じゃ、皆さんの対象とする省庁は環

境省だと思います。我々もいろんなお話を聞

いとって、なかなかいろんなことは言われる

けれども、じゃあ実際にというと、ちょっと

なかなか結果の出ないところでもありますの

で、ほかの省庁も巻き込みながら、しっかり

有明海、八代海の再生に向けた取組を加速化

できればと思っておりますので、よろしくお

願いします。 

 

○岩田智子委員 21ページなんですけれど

も、やっぱり私、皆さんもそうですけれど

も、ごみを出すときに熊本市は分別がありま

すので、プラごみとかがものすごく多いんで

すね、プラごみを出す日。ペットボトルの日

とか、それをいつも感じているんですが、21

ページのそのプラスチックごみ分別回収未実

施市町村は、今熊本県内でどのぐらいあるの

かというのを教えてください。プラスチック

ごみです。 

 

○福原循環社会推進課長 循環社会推進課で

ございます。 

 今ペットボトルについては、全て回収され

ておりまして、あと、白色トレイが未実施な

部分が６市町村ございます。 

 

○岩田智子委員 ありがとうございます。 

 ごみを出さないというのがまず、何かごみ

を減らす、ごみを出さないというのが一番や

っぱり大事なところだと思うので、そういっ

たところの助言とか発信とかもぜひしていた

だきたいなというふうには思っています。リ

サイクルをすればいいんだというふうに思う

んじゃなくて、まずはごみを減らす、ごみを

出さないというところを何か、ああ、そうな

んだなというふうに思うような取組とかをや

っていただければなと思っています。 

 

○福原循環社会推進課長 行政間では、そう

いう未実施のところとかにつきまして直接訪

問しまして、先行してやっていらっしゃる市

町村の取組の状況、どういう形でやっていら

っしゃるというのを意見交換しながら、今後

の取組につなげていっていただくような形に

しております。 

 

○岩田智子委員 ペットボトルも、何か100

％リサイクルできているわけではないとも聞

いていますので、その辺もちょっと気になっ

ているところですので、発言をさせていただ

きました。ありがとうございます。 

 

○内野幸喜委員長 ほかに質疑ありません

か。 

 

○末松直洋委員 20ページの排出抑制の取組

で、被覆肥料のことについて御質問したいと

思います。 

 農家の方は、田んぼをつくる方は特に被覆

肥料のこと分かると思うんですけれども、な

かなか田んぼつくっていない方は、被覆肥料

はどんなものかちょっと分からないと思うん

ですけれども、以前は、田んぼをつくるのに

３回ぐらいに分けて、被覆、プラスチックで

巻いてないやつをやっていたんですけれど

も、今は効率化、手を省くための省略化も含

めて、一発肥料というのが、そのＬＰコート
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というのが被覆資材であって、普通の肥料に

プラスチックをコーティングしてある。田ん

ぼの中に入れて、ある程度水温が高ければ徐

々に溶けていって、最終的には、被覆してあ

る殻が残るということなんですけれども、そ

れがやっぱり田んぼの代かきをしたり、田植

をするときにざっと川のほうに流れて、それ

が海のほうに流れていって漁場環境をすごく

悪くしているということがあるんですけれど

も、この中で、農業用資材の流出防止という

ことで、チラシを作成し、巡回に合わせて配

布ということでありますが、どのような方法

で周知をされているのか、お聞きしたいと思

います。 

 

○髙野農業技術課長 被覆資材につきまして

は、今末松委員がおっしゃられたとおり、肥

料の効きをゆっくりにするためのプラスチッ

クの被覆材ということでございます。 

 こちらにつきまして、全国的にも問題にな

りましたので、ＪＡ全農ですとか業界団体

が、2030年までに、プラスチックを使用した

被覆肥料に頼らない農業を実現するという方

針を発表しておりまして、農業団体や肥料メ

ーカーと連携しながら、被覆材の流出防止の

対策の周知、それから分解速度の速い被覆肥

料などの代替技術の普及に取り組んでいると

ころでございます。 

 周知に関しましては、まず、被覆肥料にプ

ラスチックが含まれているんだという認識を

農業者の方に持っていただくために、袋です

とかパンフレット、チラシ等にそういったこ

とを記載しております。 

 また、プラスチック被覆殻が、農地からは

流出しないように、例えば、代かきをすると

きにとても発生して流れ出やすくなりますの

で、代かきを浅水で行うですとか、代かき後

に強制落水といいまして、堰板を外して水を

落とす、そういう落水を極力控え、自然落水

で減らすようにしていただくということです

とか、あるいは作った後に、秋に耕起するこ

とで、その被覆殻は細かくなりますので、こ

れは、太陽光に当たったり、微生物が分解し

たりして、だんだん分解していく性質の代物

ですので、それをより促進して、この殻が出

ていかないようにするという対応を啓発した

り、そういったことに取り組んでいるところ

でございます。 

 以上です。 

 

○福原循環社会推進課長 循環社会推進課、

補足でございます。 

 啓発につきましては、具体的に、熊本県農

業用廃プラスチック処理対策協議会というの

を設けていただいております。会長には経済

連の会長さんになっていただいておりまし

て、その他、果実連さん、酪連、それと畜産

農業協同組合、それと業界からも農業資材商

業会、こちらの方々がメンバーとなってつく

っていただいている協議会です。 

 県からこちらの協議会のほうに、そのチラ

シとか巡回啓発を行っていただくよう委託を

しておりまして、昨年度は、県内８、城北か

ら天草地域までございますが、８地区それぞ

れ分担していただきまして、そういう巡回を

していただいたという実績がございます。 

 以上でございます。 

 

○末松直洋委員 ありがとうございます。 

 私も含めて農業者の意識がまだ非常に低

い、このことが食物連鎖によって魚が食べ

て、それがずっと人間の体に戻っていく、そ

のようなことがあるということをほとんどの

方が知らないと思う。もうちょっとやっぱり

強く周知をしなければ、私は、なかなかこの

問題は解決しないかと思っております。 

 ちょうど魚が食べやすいくらいの大きさの

殻なんですよ。それがやっぱり大量に流れて

いく。やっぱりなかなか堰板を外さぬで水を

落としてくれというと、なかなか厳しいの
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で、例えば、水を落とすときに網袋か何かを

設置して、そこで一旦せき止めるというよう

な方法にしないと、なかなか流れているのは

止められないんじゃないかと思いますが、そ

こら辺いかがでしょうか。 

 

○髙野農業技術課長 流出防止の具体的な技

術ということで、こちらのほうで啓発をして

おりますのは、例えば、まず、畦畔のきちん

とした管理で、畦畔からの水漏れを防ぐ。そ

れから、代かきに関しては、先ほど申し上げ

たような話ですが、深く水をためない浅水で

の管理を進める。それから、田植の時期につ

いても極力自然落水で水位調節をする。それ

から、排水溝に流出防止のためのネットを設

置していただく。あるいは、施肥に関して適

正な施肥をする。あるいは、この緩効性肥料

も、このＬＰコートよりも、Ｊコートといい

まして、もう少し分解しやすいものを開発さ

れていますし、この被覆材の種類も、プラス

チックから他のものにできないかということ

で、例えば硫黄でありますとか、違う材料で

できないかということも研究されているとこ

ろでございます。 

 それから、秋の耕起、そういったものを取

り組むように啓発しておりまして、ただいま

農研センターのほうでも、これらの対応につ

きまして、どのやり方がどれぐらいの効果を

もたらすかということを検討しているところ

でございます。 

 以上です。 

 

○末松直洋委員 ＪＡの部会とか、米の部会

とか、水稲部会とかありますので、そこを通

して、ぜひ周知の徹底をよろしくお願い申し

上げます。要望です。 

 

○内野幸喜委員長 ほかに質疑ありません

か。 

 

○荒川知章委員 12ページなんですけれど

も、藻場造成で、八代地区が平成30年から令

和７年、天草が令和２年から令和６年となっ

ていますけれども、この間、令和２年７月豪

雨があって、土砂が大量に流れ込んで、課題

でも環境悪化で藻場喪失となっていますけれ

ども、これの流入した土砂のこの撤去という

計画は、今のところ何もありませんか。 

 

○植野漁港漁場整備課長 漁港漁場整備課で

ございます。 

 大雨等で海の中に土砂が流入することがご

ざいます。漁港などについては、漁業に直接

支障があるということで、しゅんせつしたり

しておりますけれども、漁場に広く堆積した

ものについては、現時点で漁港事業では特に

回収、撤去等は行っておりません。 

 以上でございます。 

 

○荒川知章委員 令和２年７月豪雨では、か

なり土砂が流入して、その後、やはりエビと

かも取れなくなっているという話も聞きまし

て、こういうふうに造成していただいた、恐

らく平成30年から始まっているので、その

間、令和２年７月豪雨までに造成してあった

場所もあるかと思うんですけれども、その区

間で、やはり藻場が土砂に覆われて、藻場が

もう見えない状態になっている箇所もあると

思うんですけれども、やはりそういうのを整

備していただくことによって魚もまた少しは

取れるようになってくるのかなと思うんです

けれども、その辺もちょっと検討していただ

ければと思いますので、よろしくお願いいた

します。 

 

○植野漁港漁場整備課長 漁港漁場整備課で

ございます。 

 一番下の藻場につきましては、おっしゃる

ように、令和２年７月豪雨で土砂が堆積して

おりますので、藻場造成工事を実施いたして
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おります。計画設計をやって今年度から現地

で八代海で計画的に藻場設置工事を進めてい

るところでございます。 

 

○荒川知章委員 令和２年７月豪雨前に整備

されたところで覆われた箇所というのは、実

際分かっているんでしょうか。 

 

○植野漁港漁場整備課長 漁港漁場整備課で

ございます。 

 以前に設置した場所がどのような状況かと

いうのは、直接は確認ができておりません。

ただ、漁業者の意見を聞きまして、土砂があ

って藻場が減っているというふうなところの

意見を聞いて、その近くの場所を選定して、

藻場造成を今着手したところでございます。 

 

○荒川知章委員 ぜひ、かなり土砂覆われて

いるという話も聞きますので、ぜひその辺を

よろしくお願いいたします。 

 

○内野幸喜委員長 ほかに質疑ありません

か。 

  （「ありません」と呼ぶ者あり) 

○内野幸喜委員長 なければ、これで質疑を

終了いたします。 

 次に、報告について執行部から説明をお願

いいたします。 

 

○森野水産振興課長 水産振興課でございま

す。 

 資料の25ページをお願いします。 

 カレニアミキモトイ赤潮による被害状況に

ついてです。 

 １の発生及び被害状況についてですが、

(1)のカレニア赤潮の発生状況については、

７月27日に天草市御所浦町地先で赤潮警報の

基準値、海水１ミリリットル当たり1,000細

胞を超えるカレニア細胞を確認し、八代海に

赤潮警報を発令しました。 

 その後、八代海の広範囲に赤潮の着色域が

広がり、８月８日には、津奈木町から被害発

生の第一報があり、８月12日には、上天草市

からも被害発生の報告があっております。８

月15日には、天草市新和町及び深海町地先ま

で広がるとともに、また、有明海側の天草市

志柿地先においても基準値を超えるカレニア

の細胞数を確認され、有明海にも赤潮警報を

発令しています。 

 その後、赤潮は衰退し、８月24日には、有

明海、八代海ともに着色域はなくなり、８月

29、30日の調査で警報解除の基準値に達した

ため、赤潮警報を解除しています。 

 (2)赤潮発生日数の時系列推移について

は、各海域の調査地点での赤潮プランクトン

の細胞数の推移になります。 

 ７月27日の赤潮警報の発令以降、細胞数が

増加していますが、８月15日のピーク時に

は、天草市宮野河内湾や浅海湾で１ミリリッ

トル当たり20万細胞と高密度に発生しました

が、その後急激に減少し、赤の線で説明して

いますとおり、８月30日には、ほぼ細胞数は

確認されない状況となっています。 

 トピックス１に、カレニアミキモトイの特

徴を記載していますが、主な特徴としては、

カレニア赤潮は、昼間に海面に、夜間は海底

に移動し、表層で赤潮を形成する前に、水深

５メートルから10メートルの中層で増殖する

ことが多く、早期発見が難しい傾向にありま

す。また、発生期間が２週間から１か月と長

期間になることが多く、餌止めの期間も長期

化する傾向があります。このようなカレニア

赤潮の特徴も、今回の大きな被害の要因にな

ったのではないかと考えられます。 

 26ページをお願いします。 

 (3)被害状況についてですが、９月８日ま

でに、関係４市町から養殖魚介類、天然魚介

類を合わせて、約19億2,500万円の被害額が

報告されており、平成12年の40億1,400万円

に次ぐ大きな被害となっています。 
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 なお、有明海での被害報告はされておりま

せん。 

 具体的に被害数量については、トラフグ、

マダイ、シマアジなどの養殖魚類で約214万

8,000尾、アコヤガイ等の養殖貝類で約76万

8,000個、カンパチ、ハモなどの天然魚で590

尾の被害となっております。また、被害額に

ついては、養殖魚類で約19億2,500万円、天

然魚介類で約78万円になっていますが、アコ

ヤガイ等の養殖貝類については、現在、被害

額の調査を急いでいるところです。 

 次に、２のこれまでの対応についてです

が、(1)赤潮情報の発信については、７月27

日の警報発令以降、警報解除するまでの間、

赤潮調査の頻度を上げ、実施しており、ＳＮ

Ｓを活用して、船上から情報を発信し、漁業

関係者と速やかな情報共有を行っています。 

 また、鹿児島県の漁業関係者とも連携し、

赤潮の動向に対し、迅速な情報共有に努めて

おります。 

 (2)被害軽減に向けた取組についてです

が、８月３日から赤潮が衰退するまでの間、

早期の赤潮対策として、濃密に赤潮が発生し

た各養殖漁場で、漁業者が連携し、粘土等の

散布を行っております。また、今回の粘土の

散布量は約41トンとなるなど、平成22年度以

降最大の散布量となっており、各広域本部水

産課においては、被害を受けた利用者を巡回

し、粘土散布の方法の指導のほか、被害状況

の確認やへい死魚処理方法の指導などを行っ

ております。 

 (3)対策本部の設置についてですが、県で

は、８月８日の津奈木町からの被害報告を受

け、即日、水産関係機関に対策本部を設置

し、これまで６回、対策本部を開催してお

り、赤潮の発生状況や被害状況等を把握する

とともに、赤潮の監視体制を強化し、漁業関

係者への注意喚起を行っております。 

 下の(4)へい死魚の処理に係る取組につい

てですが、上天草市、天草市で発生したへい

死魚は、９月５日までに長崎漁港水産加工団

地協同組合へ搬出を完了しており、肥料原料

として再利用される予定です。 

 また、芦北町及び津奈木町で発生したへい

死魚は、８月25日までに搬出を完了してお

り、芦北町内で堆肥化される予定となってお

ります。 

 (5)相談窓口の設置及び漁業団体の要望活

動についてですが、相談窓口については、８

月17日から、被害を受けられた方々からの様

々な相談に対応できるよう、ワンストップ窓

口を設置しており、９月21日までに、へい死

魚の処理方法や金融支援、養殖技術など、７

件の相談があっております。また、９月８日

には、県海水養殖漁協及び熊本大分真珠養殖

漁協から、また、９月14日には、上天草市、

天草市、芦北町、津奈木町の４市町から、中

間魚の導入やへい死魚処理への支援、養殖共

済制度の見直しなどの要望書が提出されまし

て、意見交換を実施しております。 

 ３の今後の対応についてです。 

 今回の赤潮被害は、養殖業全体に甚大な被

害を及ぼしましたが、近年の養殖業は、新型

コロナや飼料、資材の高騰の影響など厳しい

状況にあり、このような厳しい中で、漁業者

の経営努力と共済制度の枠組みだけで、今回

の甚大な被害を乗り越えていくには相当な困

難が伴います。 

 そこで、関係市町と連携し、速やかに支援

策を実施できるよう、今定例会に、養殖業者

の早期事業再開等に向けた支援のための予算

を追加提案しているところです。 

 具体的には、既存制度である国の制度の無

利子化による資金繰り支援、養殖共済の掛け

金への支援のほか、今回新たに、赤潮被害経

営再建緊急支援事業として、市町が行うへい

死魚処理への支援、養殖業者が早期事業再開

に必要な中間魚購入への支援、さらに今後の

赤潮発生に備えた赤潮駆除剤の購入への支援

に必要な予算、総額１億4,000万円を提案し
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ています。 

 また、中間魚購入支援については、養殖共

済制度は、餌代や人件費など養殖に要した経

費までの補填であることから、下段のイメー

ジ図のとおり、中間魚の購入経費のうち共済

制度の対象とならない部分を、一部コロナ交

付金を活用し、県と市町で２分の１を支援す

ることとしております。 

 今後とも、養殖業者の方々が早期に事業再

開できるよう、関係市町と連携し、取り組ん

でまいります。 

 説明は以上です。 

 

○内野幸喜委員長 以上で説明が終わりまし

たので、質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 

○西村尚武委員 今回のカレニアの赤潮被害

に関しましては、本当に手厚い御支援をいた

だいたと思っております。本当ありがとうご

ざいます。 

 その中で、中間魚購入支援というのが、養

殖業者さんから最近ちょっと聞くのが、中間

魚の確保が結構難しいと。その辺に関してど

のように把握しておられますか。 

 

○森野水産振興課長 中間魚の、これから各

養殖業者さんから支援再開に向けた中間魚購

入されていきますけれども、そういった事務

につきましては、県、海水養殖、漁協と、漁

協さんで事務的な事業をお願いするような形

も考えておりますので、そういった中で、そ

ういった中間魚の導入への支援についてもお

話をできたらということで考えております。 

 

○西村尚武委員 御存知のように、ブリの場

合は、稚魚から３年養殖になるんですよね。

それが、例えば２年物であろうと１年でよい

と、一番最初からすると３年間かかってしま

う。もし中間魚の確保が難しければ、稚魚の

確保だけでも前出しででもお願いできないか

なという声も出ております。そがんせんと、

従業員も遊ばせないかぬもんだから、その辺

もぜひ御指導いただきたいなと思っておりま

す。 

 

○森野水産振興課長 今回の赤潮で被害を受

けた魚種というのは、それぞれ魚種によって

も、１歳魚、３歳魚と多く差がありますけれ

ども、今回、中間魚導入につきましては、そ

の年代の魚でなくても、それより下の小さい

魚も対象に考えておりますので、そういうと

ころも今回制度の中で検討していきたいと考

えております。 

 

○西村尚武委員 本当、今回の支援に関しま

しては本当に皆さん喜んでいます。そういう

ことで本当ありがたいなとお礼を申し上げな

がら、１つの課題としてちょっとお願いいた

しましたので、よろしくお願いいたします。 

 

○内野幸喜委員長 ほかに質疑ありません

か。 

 

○山本伸裕委員 今回の赤潮の被害が過去２

番目の被害額ということで、大変深刻な状況

ではないかなというふうに思っております。 

 先ほど私、原因、これ以上被害拡大になら

ないためにもしっかりと調査をして、それに

基づいた対策を取ってほしいというようなこ

とを申し上げましたが、山口委員から、私の

質問に関連して言われましたが、何をおっし

ゃったのかよく理解できなかったんですけれ

ども、いずれにしても、やっぱりこの赤潮発

生というのが、これからも懸念されるような

状況が続くと思うんですよね。そういう点で

は、しっかりした対策を取っていただきたい

というのが１つと、それからもう一つ、漁業

関係者の被害、やはり損失の補填というとこ

ろが非常に大事ではないかなと思っているん
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ですが、それに関して言うならば、有明海及

び八代海再生の特措法、特措法の22条に、赤

潮等による漁業被害などの救済という項目が

ございます。国は、有明海及び八代海等の海

域において、赤潮等により著しい漁業被害が

発生した場合においては、当該漁業被害を受

けた漁業者の救済について、当該漁業被害に

係る損失の補填その他必要な措置を講ずるよ

う努めなければならない、国は、前項に規定

する場合において、漁業者以外の関係事業者

等の救済について、事業の再建に対する支

援、雇用の機会の確保その他必要な措置を講

ずるよう努めなければならないというふうに

定められています。 

 この特措法22条に基づいて、国がしっかり

と今回の被害について関係者への支援を、損

失補填をしっかり行っていくというようなこ

とを国に求めていくべきだと思いますが、い

かがでしょうか。 

 

○森野水産振興課長 今委員申し上げられた

ように、有明海・八代海特措法の中でそうい

う規定がありまして、今回、各市、各漁業団

体、それから市町からも要望を受けておりま

す。 

 そういった中で、早期事業再開に向けたそ

ういう支援なり対応なり、それにつきまして

も、国のほうには働きかけをしていきたいと

は考えているところでございます。 

 

○山本伸裕委員 しっかり声を上げていただ

ければと思います。よろしくお願いします。 

 

○内野幸喜委員長 ほかに質疑ありません

か。 

 

○山口裕委員 今回のカレニアの特性につい

て、私も個人的に調べてみたんですけれど

も、なかなか国の調査研究でも判然としない

ことが多くて、結果として、結局被害軽減を

図ろうとして粘土やミョウバンを使ったんで

すけれども、なかなか効果が上がらなかった

というのも現場からちょっと聞いたところで

す。 

 一番焦点絞って、県でやってほしいなあと

思うのは、カレニアのその数を減少させる軽

減策をもう一度しっかり今後取り組んでほし

いなあと。シャトネラについては、これまで

の取組で一定程度効果があるようですけれど

も、カレニアは、ちょっとそこには及ばんか

ったというふうには聞いておりますので、ど

うぞよろしくお願いします。 

 

○森野水産振興課長 今回発生しました被害

につきましては、カレニア赤潮ということ

で、これまで被害出てましたシャトネラとは

違うということで、赤潮の発生のメカニズム

についても、今まだはっきり明確に分かって

おりませんので、国に対しても、その発生メ

カニズムについて、あるいはその予察につい

て要望しております。 

 また、被害を防ぐための対策についても今

要望しておりますので、その取組について、

県も国と一緒になって調査研究しております

ので、そういった中で、今御指摘のあった点

についても検討していきたいというふうに考

えております。 

 

○内野幸喜委員長 よろしいですか。――は

い。 

 それでは、ほかにありませんか。 

  （「ありません」と呼ぶ者あり) 

○内野幸喜委員長 なければ、質疑を終了い

たします。 

 続きまして、付託調査事件の閉会中の継続

審査についてお諮りします。 

 付託調査事件については、引き続き、審査

をする必要があると認められますので、本委

員会を次期定例会まで継続する旨、会議規則

第82条の規定に基づき、議長に申し出ること
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に御異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり) 

○内野幸喜委員長 異議なしと認め、そのよ

うにいたします。 

 次に、その他に移りますが、何かありませ

んか。 

  （「ありません」と呼ぶ者あり) 

○内野幸喜委員長 なければ、以上で本日の

議題は全て終了いたしました。 

 これをもちまして、第20回有明海・八代海

再生及びゼロカーボン社会推進特別委員会を

閉会いたします。 

 お疲れさまでした。 

 

  午前11時57分閉会 
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